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   佐倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 佐倉市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成２９年２月２０日提出 

 

            佐倉市長  蕨  和 雄   

  



佐倉市条例第   号 

   佐倉市手数料条例の一部を改正する条例 

 佐倉市手数料条例（平成１２年佐倉市条例第８号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第１の１３２の項及び１３３の項を次のように改める。 

１

３

２ 

都市の低

炭素化の

促進に関

する法律

（平成２

４年法律

第 ８ ４

号）第５

３条第１

項の規定

による低

炭素建築

物新築等

計画（技

術的審査

を受けた

ものに限

る。）の認

定の申請

に対する

審査 

低炭素建

築物新築

等計画認

定申請手

数料（技術

的審査を

受けたも

の） 

申請に

係る低

炭素建

築物新

築等計

画が、

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律（平

成２７

年法律

第５３

号）第

１５条

第１項

に規定

する登

録建築

物エネ

ルギー

消費性

一戸建ての住宅 １件につき４,

０００円 

住

宅

の

用

途

に

供

す

る

部

分

を

有

す

る

建

築

物

（

一

戸

建

て

の

住 戸

の 部

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 戸 の も

の 

１件につき４,

０００円 

２ 戸 以 上

５ 戸 以 下

のもの 

１件につき９,

０００円 

６ 戸 以 上

１ ０ 戸 以

下のもの 

１件につき１

５,０００円 

１ １ 戸 以

上 ２ ５ 戸

以 下 の も

の 

１件につき２

６,０００円 

２ ６ 戸 以

上 ５ ０ 戸

以 下 の も

の 

１件につき４

３,０００円 

５ １ 戸 以

上 １ ０ ０

戸 以 下 の

もの 

１件につき７

７,０００円 

１ ０ １ 戸

以 上 ２ ０

０ 戸 以 下

のもの 

１件につき１２

１,０００円 



能判定

機関若

しくは

住宅の

品質確

保の促

進等に

関する

法律第

５条第

１項に

規定す

る登録

住宅性

能評価

機関に

より都

市の低

炭素化

の促進

に関す

る法律

第５４

条第１

項各号

に掲げ

る基準

に適合

してい

ると認

められ

たもの

又は建

築物エ

ネルギ

ー消費

住

宅

を

除

く

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。） 

 ２ ０ １ 戸

以 上 ３ ０

０ 戸 以 下

のもの 

１件につき１５

３,０００円 

３ ０ １ 戸

以 上 の も

の 

１件につき１６

３,０００円 

共 用

部分 

床 面 積 の

合 計 が ３

０ ０ ㎡ 以

下のもの 

１件につき９,

０００円 

床 面 積 の

合 計 が ３

０ ０ ㎡ を

超え２,０

０ ０ ㎡ 以

下のもの 

１件につき２

５,０００円 

床 面 積 の

合計が２,

０ ０ ０ ㎡

を超え５,

０ ０ ０ ㎡

以 下 の も

の 

１件につき７

４,０００円 

床 面 積 の

合計が５,

０ ０ ０ ㎡

を 超 え １

０,０００

㎡ 以 下 の

もの 

１件につき１１

８,０００円 

床 面 積 の

合 計 が １

０,０００

㎡ を 超 え

２５,００

１件につき１４

９,０００円 



性能基

準等を

定める

省 令

（平成

２８年

経済産

業省・

国土交

通省令

第 １

号）第

１０条

第１号

ただし

書によ

るもの 

０ ㎡ 以 下

のもの 

床 面 積 の

合 計 が ２

５,０００

㎡ を 超 え

るもの 

１件につき１８

６,０００円 

  住宅以外

の用途に

供する部

分 

延 べ 面 積

が ３ ０ ０

㎡ 以 下 の

もの 

１件につき９,

０００円 

延 べ 面 積

が ３ ０ ０

㎡ を 超 え

２,０００

㎡ 以 下 の

もの 

１件につき２

６,０００円 

延 べ 面 積

が２,００

０ ㎡ を 超

え５,００

０ ㎡ 以 下

のもの 

１件につき７

７,０００円 

延 べ 面 積

が５,００

０ ㎡ を 超

え１０,０

０ ０ ㎡ 以

下のもの 

１件につき１２

１,０００円 



延 べ 面 積

が１０,０

０ ０ ㎡ を

超え２５,

０ ０ ０ ㎡

以 下 の も

の 

１件につき１５

３,０００円 

延 べ 面 積

が２５,０

０ ０ ㎡ を

超 え る も

の 

１件につき１９

１,０００円 

 備考 

１ 建築物を建築する場合の延べ面積とは、当該建築に

係る部分の床面積と審査を要する既存部分の床面積の

合計をいう。 

２ 住宅の用途に供する部分を有する建築物において建

築物全体に係る申請をする場合の低炭素建築物新築等

計画認定申請手数料（技術的審査を受けたもの）の額

は、住戸の数に応じ当該手数料の額の欄に定める額に

共用部分の延べ面積に応じ当該手数料の額の欄に定め

る額を加算した額とする。この場合における住宅の用

途に供する部分を有する建築物において住戸の部分の

みに係る申請をする場合の規定の適用については、こ

れらの規定中「申請に係る住戸」とあるのは「建築物

の全ての住戸」とする。 

３ 住宅の用途に供する部分を有する建築物において建

築物全体に係る申請をする場合であって、その建築物

に住宅以外の用途に供する部分を有するときの低炭素

建築物新築等計画認定申請手数料（技術的審査を受け

たもの）の額は、備考２の規定により算出された額に、

住宅以外の用途に供する部分の延べ面積に応じ当該手

数料の額の欄に定める額を加算した額とする。 

４ 都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第２項

の規定による申出があった場合の低炭素建築物新築等

計画認定申請手数料（技術的審査を受けたもの）の額

 
 



は、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料（技術的

審査を受けたもの）の節に掲げる区分に応じ当該手数

料の額の欄に定める額に、４７の項に掲げる区分に応

じ当該手数料の額の欄に定める額を加算した額とす

る。 

５ 低炭素建築物新築等計画について、都市の低炭素化

の促進に関する法律施行規則（平成２４年国土交通省

令第８６号）第４６条の２の規定による軽微な変更に

該当していることを証明する場合は、低炭素建築物新

築等計画認定申請手数料（技術的審査を受けたもの）

に２分の１を乗じて得た額（その額に１００円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

１ ３

３ 

都 市 の 低

炭 素 化 の

促 進 に 関

す る 法 律

第 ５ ３ 条

第 １ 項 の

規 定 に よ

る 低 炭 素

建 築 物 新

築 等 計 画

（ 技 術 的

審 査 を 受

け て い な

い も の に

限る。）の

認 定 の 申

請 に 対 す

る審査 

低 炭 素 建

築 物 新 築

等 計 画 認

定 申 請 手

数料（技術

的 審 査 を

受 け て い

ないもの）

申請に

係る低

炭素建

築物新

築等計

画が、

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律第１

５条第

１項に

規定す

る登録

建築物

エネル

一戸建ての住宅 １件につき３２,０

００円 

住

宅

の

用

途

に

供

す

る

部

分

を

有

す

る

建

築

物

住 戸

の 部

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１戸のもの １件につき３２,０

００円 

２戸以上５

戸以下のも

の 

１件につき６５,０

００円 

６戸以上１

０戸以下の

もの 

１件につき９２,０

００円 

１１戸以上

２５戸以下

のもの 

１件につき１３０,

０００円 

２６戸以上

５０戸以下

のもの 

１件につき１８７,

０００円 

５１戸以上

１００戸以

下のもの 

１件につき２６８,

０００円 



ギー消

費性能

判定機

関又は

住宅の

品質確

保の促

進等に

関する

法律第

５条第

１項に

規定す

る登録

住宅性

能評価

機関に

より都

市の低

炭素化

の促進

に関す

る法律

第５４

条第１

項各号

に掲げ

る基準

に適合

してい

ると認

められ

（

一

戸

建

て

の

住

宅

を

除

く。

以

下

こ

の

項

に

つ

い

て

同

じ

。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０１戸以

上２００戸

以下のもの 

１件につき３６３,

０００円 

２０１戸以

上３００戸

以下のもの 

１件につき４７６,

０００円 

３０１戸以

上のもの 

１件につき５５９,

０００円 

共 用

部分 

床面積の合

計が３００

㎡以下のも

の 

１件につき１０１,

０００円 

床面積の合

計が３００

㎡ を 超 え

２,０００

㎡以下のも

の 

１件につき１６６,

０００円 

床面積の合

計が２,０

００㎡を超

え５,００

０㎡以下の

もの 

１件につき２５９,

０００円 

床面積の合

計が５,０

００㎡を超

え１０,０

００㎡以下

のもの 

１件につき３３３,

０００円 



ていな

いもの 

床面積の合

計が１０,

０００㎡を

超え２５,

０００㎡以

下のもの 

１件につき３９８,

０００円 

床面積の合

計が２５,

０００㎡を

超えるもの 

１件につき４６４,

０００円 

住

宅

以

外

の

用

途

の

み

に

供

す

る

建

築

物 

 

建 築

物 エ

ネ ル

ギ ー

消 費

性 能

基 準

等 を

定 め

る 省

令 第

１ ０

条 第

１ 号

イ

（１）

及 び

ロ

（１）

に よ

る も

の 

延べ面積が

３００㎡以

下のもの 

１件につき２３０,

０００円 

延べ面積が

３００㎡を

超え２,０

００㎡以下

のもの 

１件につき３６６,

０００円 

延べ面積が

２,０００

㎡ を 超 え

５,０００

㎡以下のも

の 

１件につき５２１,

０００円 

延べ面積が

５,０００

㎡を超え１

０,０００

㎡以下のも

の 

１件につき６３３,

０００円 

延べ面積が

１０,００

０㎡を超え

２５,００

０㎡以下の

もの 

１件につき７５４,

０００円 



延べ面積が

２５,００

０㎡を超え

るもの 

１件につき８６０,

０００円 

建 築

物 エ

ネ ル

ギ ー

消 費

性 能

基 準

等 を

定 め

る 省

令 第

１ ０

条 第

１ 号

イ

（２）

及 び

ロ

（２）

に よ

る も

の 

 

延べ面積が

３００㎡以

下のもの 

１件につき８３,０

００円 

延べ面積が

３００㎡を

超え２,０

００㎡以下

のもの 

１件につき１３９,

０００円 

延べ面積が

２,０００

㎡ を 超 え

５,０００

㎡以下のも

の 

１件につき２２５,

０００円 

延べ面積が

５,０００

㎡を超え１

０,０００

㎡以下のも

の 

１件につき２９４,

０００円 

延べ面積が

１０,００

０㎡を超え

２５,００

０㎡以下の

もの 

１件につき３５４,

０００円 

延べ面積が

２５,００

０㎡を超え

るもの 

１件につき４１５,

０００円 

 備考 

１ 建築物を建築する場合の延べ面積とは、当該建築に係



る部分の床面積と審査を要する既存部分の床面積の合

計をいう。 

２ 住宅の用途に供する部分を有する建築物において建

築物全体に係る申請をする場合の低炭素建築物新築等

計画認定申請手数料（技術的審査を受けていないもの）

の額は、住戸の数に応じ当該手数料の額の欄に定める額

に共用部分の延べ面積に応じ当該手数料の額の欄に定

める額を加算した額とする。この場合における住宅の用

途に供する部分を有する建築物において住戸の部分の

みに係る申請をする場合の規定の適用については、これ

らの規定中「申請に係る住戸」とあるのは「建築物の全

ての住戸」とする。 

３ 住宅の用途に供する部分を有する建築物において建

築物全体に係る申請をする場合であって、その建築物に

住宅以外の用途に供する部分を有するときの低炭素建

築物新築等計画認定申請手数料（技術的審査を受けてい

ないもの）の額は、備考２の規定により算出された額に、

住宅以外の用途に供する部分の区分及び延べ面積に応

じ当該手数料の額の欄に定める額を加算した額とする。

４ 都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第２項

の規定による申出があった場合の低炭素建築物新築等

計画認定申請手数料（技術的審査を受けていないもの）

の額は、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料（技術

的審査を受けていないもの）の節に掲げる区分に応じ当

該手数料の額の欄に定める額に、４７の項に掲げる区分

に応じ当該手数料の額の欄に定める額を加算した額と

する。 

５ 低炭素建築物新築等計画について、都市の低炭素化の

促進に関する法律施行規則第４６条の２の規定による

軽微な変更に該当していることを証明する場合は、低炭

素建築物新築等計画認定申請手数料（技術的審査を受け

ていないもの）に２分の１を乗じて得た額（その額に１

００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）

とする。 

 別表第１の１３７の項の次に次の項を加える。 



１

３

７

の

２ 

建 築 物 の

エ ネ ル ギ

ー 消 費 性

能 の 向 上

に 関 す る

法 律 第 １

２ 条 第 １

項 の 規 定

に よ る 建

築 物 エ ネ

ル ギ ー 消

費 性 能 適

合 性 判 定

に 対 す る

審査 

建 築 物

エ ネ ル

ギ ー 消

費 性 能

適 合 性

判 定 手

数料 

建築物エネル

ギー消費性能

基準等を定め

る省令第１条

第１項第１号

イによるもの 

延べ面

積 ２ ,

０００

㎡以上

５ , ０

００㎡

未満 

１件につき５０

１,０００円 

延べ面

積 ５ ,

０００

㎡以上

１ ０ ,

０００

㎡未満 

１件につき６１

７,０００円 

延べ面

積 １

０ , ０

００㎡

以上２

５ , ０

００㎡

未満 

１件につき７３

０,０００円 

延べ面

積 ２

５ , ０

００㎡

以上  

１件につき８３

２,０００円 

建築物エネル

ギー消費性能

基準等を定め

る省令第１条

第１項第１号

ロによるもの 

延べ面

積 ２ ,

０００

㎡以上

５ , ０

００㎡

未満 

１件につき２２

５,０００円 

延べ面

積 ５ ,

１件につき２９

４,０００円 



０００

㎡以上

１ ０ ,

０００

㎡未満 

延べ面

積 １

０ , ０

００㎡

以上２

５ , ０

００㎡

未満 

１件につき３５

４,０００円 

延べ面

積 ２

５ , ０

００㎡

以上  

１件につき４１

５,０００円 

備考 

１ 建築物を建築する場合の延べ面積とは、当該建築

に係る部分の床面積と審査を要する既存部分の床面

積の合計をいう。 

２ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建

築物エネルギー消費性能確保計画を変更する場合

は、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料に

２分の１を乗じて得た額（その額に１００円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

３ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建

築物エネルギー消費性能確保計画について、建築物

のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則

（平成２８年国土交通省令第５号）第１１条の規定

による軽微な変更に該当していることを証明する場

合は、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

に２分の１を乗じて得た額（その額に１００円未満

の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 



１

３

７

の

３ 

建 築 物 の

エ ネ ル ギ

ー 消 費 性

能 の 向 上

に 関 す る

法 律 第 １

３ 条 第 ２

項 の 規 定

に よ る 建

築 物 エ ネ

ル ギ ー 消

費 性 能 適

合 性 判 定

に 対 す る

審査 

建 築 物

エ ネ ル

ギ ー 消

費 性 能

適 合 性

判 定 通

知 手 数

料 

建築物エネル

ギー消費性能

基準等を定め

る省令第１条

第１項第１号

イによるもの 

延べ面

積 ２ ,

０００

㎡以上

５ , ０

００㎡

未満 

１件につき５０

１,０００円 

延べ面

積 ５ ,

０００

㎡以上

１ ０ ,

０００

㎡未満 

１件につき６１

７,０００円 

延べ面

積 １

０ , ０

００㎡

以上２

５ , ０

００㎡

未満 

１件につき７３

０,０００円 

延べ面

積 ２

５ , ０

００㎡

以上  

１件につき８３

２,０００円 

建築物エネル

ギー消費性能

基準等を定め

る省令第１条

第１項第１号

ロによるもの 

延べ面

積 ２ ,

０００

㎡以上

５ , ０

００㎡

未満 

１件につき２２

５,０００円 

延べ面

積 ５ ,

１件につき２９

４,０００円 



０００

㎡以上

１ ０ ,

０００

㎡未満 

延べ面

積 １

０ , ０

００㎡

以上２

５ , ０

００㎡

未満 

１件につき３５

４,０００円 

延べ面

積 ２

５ , ０

００㎡

以上  

１件につき４１

５,０００円 

備考 

１ 建築物を建築する場合の延べ面積とは、当該建築

に係る部分の床面積と審査を要する既存部分の床面

積の合計をいう。 

２ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建

築物エネルギー消費性能確保計画を変更する場合

は、建築物エネルギー消費性能適合性判定通知手数

料に２分の１を乗じて得た額（その額に１００円未

満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とす

る。 

３ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建

築物エネルギー消費性能確保計画について、建築物

のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則

第１１条の規定による軽微な変更に該当しているこ

とを証明する場合は、建築物エネルギー消費性能適

合性判定通知手数料に２分の１を乗じて得た額（そ

の額に１００円未満の端数があるときは、これを切

り捨てた額）とする。 



 別表第１の１３８の項中「（平成２７年法律第５３号）」を削り、「（平成２８

年経済産業省令・国土交通省令第１号）第８条第１号イ（１）及びロ（１）」を

「第１０条第１号イ（１）及びロ（１）」に、「エネルギーの使用の合理化等に

関する法律第７６条第１項」を「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律第１５条第１項」に、「登録建築物調査機関」を「登録建築物エネルギー消

費性能判定機関」に、「第８条第１号イ（２）及びロ（２）」を「第１０条第１

号イ（２）及びロ（２）」に、「第８条第１号ただし書」を「第１０号第１号た

だし書」に、「第８条第２号イ及びロ」を「第１０条第２号イ及びロ」に、「第

８条第２号ただし書」を「第１０条第２号ただし書」に、 

「 

備考 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３

０条第２項の規定による申出があった場合の建築物消費性

能向上計画認定申請手数料の額は、建築物消費性能向上計

画認定申請手数料の節に掲げる区分に応じ当該手数料の額

の欄に定める額に、４７の項に掲げる区分に応じ、当該手

数料の額の欄に定める額を加算した額とする。 

                             」を 

「 

備考  

１ 建築物を建築する場合の延べ面積とは、当該建築に係

る部分の床面積と審査を要する既存部分の床面積の合計

をいう。 

２ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３

０条第２項の規定による申出があった場合の建築物消費



性能向上計画認定申請手数料の額は、建築物消費性能向

上計画認定申請手数料の節に掲げる区分に応じ当該手数

料の額の欄に定める額に、４７の項に掲げる区分に応じ、

当該手数料の額の欄に定める額を加算した額とする。 

３ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければ

ならない建築物エネルギー消費性能向上計画について、

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規

則第２９条の規定による軽微な変更に該当していること

を証明する場合は、建築物エネルギー消費性能適合性判

定手数料に２分の１を乗じて得た額（その額に１００円

未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

」に改める。 

 別表第１の１４０の項を次のように改める。 

１

４

０ 

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律第３

６条の

規定に

よる建

築物の

エネル

ギー消

費性能

に係る

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能認定

申請手

数料 

非 住

宅 部

分 

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

基

準

等

登録建築物

エネルギー

消費性能判

定機関によ

り建築物の

エネルギー

消費性能の

向上に関す

る法律第２

条第３号に

規定する建

築物エネル

ギー消費性

能基準に適

合している

と認められ

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

未満 

１件につき９,

０００円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

１件につき２

５,０００円 

延 べ

面 積

１件につき７

６,０００円 



認定の

申請に

対する

審査 

を

定

め

る

省

令

第

１

条

第

１

号

イ

に

よ

る

も

の 

たものその

他これに類

するものと

して規則で

定めるもの

（以下この

項において

「登録建築

物エネルギ

ー消費性能

判定機関に

認められた

もの」とい

う。）である

場合 

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 １

０,０

０ ０

㎡ 未

満 

１件につき１

２０,０００円 

延 べ

面 積

１０,

０ ０

０ ㎡

以 上

２５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１件につき１

５２,０００円 

延 べ

面 積

２５,

０ ０

０ ㎡

以上 

１件につき１

８９,０００円 

登録建築物

エネルギー

消費性能判

延 べ

面積 

３ ０

１件につき２

１５,０００円 



定機関に認

められたも

の以外のも

のである場

合 

０ ㎡

未満 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

１件につき３

４７,０００円 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１件につき４

９６,０００円 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 １

０,０

０ ０

㎡ 未

満 

１件につき６

１１,０００円 

延 べ

面 積

１０,

０ ０

０ ㎡

以 上

１件につき７

２２,０００円 



２５,

０ ０

０ ㎡

未満 

延 べ

面 積

２５,

０ ０

０ ㎡

以上 

１件につき８

２３,０００円 

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

基

準

等

を

定

め

る

省

令

第

１

条

第

登録建築物

エネルギー

消費性能判

定機関に認

められたも

のである場

合 

延 べ

面積 

３ ０

０ ㎡

未満 

１件につき９,

０００円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

１件につき２

５,０００円 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１件につき７

６,０００円 

延 べ

面 積

５,０

１件につき１

２０,０００円 



１

号

ロ

に

よ

る

も

の 

０ ０

㎡ 以

上 １

０,０

０ ０

㎡ 未

満 

延 べ

面 積

１０,

０ ０

０ ㎡

以 上

２５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１件につき１

５２,０００円 

延 べ

面 積

２５,

０ ０

０ ㎡

以上 

１件につき１

８９,０００円 

登録建築物

エネルギー

消費性能判

定機関に認

められたも

の以外のも

のである場

合 

延 べ

面積 

３ ０

０ ㎡

未満 

１件につき８

２,０００円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

１件につき１

３８,０００円 



満 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１件につき２

２３,０００円 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 １

０,０

０ ０

㎡ 未

満 

１件につき２

９１,０００円 

延 べ

面 積

１０,

０ ０

０ ㎡

以 上

２５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１件につき３

５０,０００円 

延 べ

面 積

２５,

０ ０

０ ㎡

以上 

１件につき４

１０,０００円 



建築物のエネル

ギー消費性能基

準等を定める省

令第１条第１号

ただし書による

もの 

延 べ

面積 

３ ０

０ ㎡

未満 

１件につき９,

０００円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

１件につき２

５,０００円 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１件につき７

６,０００円 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 １

０,０

０ ０

㎡ 未

満 

１件につき１

２０,０００円 

延 べ

面 積

１０,

１件につき１

５２,０００円 



０ ０

０ ㎡

以 上

２５,

０ ０

０ ㎡

未満 

延 べ

面 積

２５,

０ ０

０ ㎡

以上 

１件につき１

８９,０００円 

住 宅

部分 

一

戸

建

て

の

住

宅 

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

基

準

等

を

定

め

る

省

令

第

登 録 建

築 物 エ

ネ ル ギ

ー 消 費

性 能 判

定 機 関

又 は 登

録 住 宅

性 能 評

価 機 関

に よ り

建 築 物

の エ ネ

ル ギ ー

消 費 性

能 の 向

上 に 関

す る 法

律 第 ２

条 第 ３

号 に 規

定 す る

建 築 物

延 べ

面積 

２ ０

０ ㎡

未満 

１件につき４,

０００円 

延 べ

面積 

２ ０

０ ㎡

以上 

１件につき４,

０００円 



１

条

第

２

号

イ

（

１

）

及

び

ロ

（

１

）

に

よ

る

も

の 

エ ネ ル

ギ ー 消

費 性 能

基 準 に

適 合 し

て い る

と 認 め

ら れ た

も の そ

の 他 こ

れ ら に

類 す る

も の と

し て 規

則 で 定

め る も

の（以下

こ の 項

に お い

て「登録

建 築 物

エ ネ ル

ギ ー 消

費 性 能

判 定 機

関 又 は

登 録 住

宅 性 能

評 価 機

関 に 認

め ら れ

たもの」

と い

う。）で

あ る 場

合 



登 録 建

築 物 エ

ネ ル ギ

ー 消 費

性 能 判

定 機 関

又 は 登

録 住 宅

性 能 評

価 機 関

に 認 め

ら れ た

も の 以

外 の も

の で あ

る場合 

延 べ

面積 

２ ０

０ ㎡

未満 

１件につき３

２,０００円 

延 べ

面積 

２ ０

０ ㎡

以上 

１件につき３

６,０００円 

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

基

準

等

を

定

め

る

登 録 建

築 物 エ

ネ ル ギ

ー 消 費

性 能 判

定 機 関

又 は 登

録 住 宅

性 能 評

価 機 関

に 認 め

ら れ た

も の で

あ る 場

合 

延 べ

面積 

２ ０

０ ㎡

未満 

１件につき４,

０００円 

延 べ

面積 

２ ０

０ ㎡

以上 

１件につき４,

０００円 

登 録 建

築 物 エ

ネ ル ギ

ー 消 費

性 能 判

延 べ

面積 

２ ０

０ ㎡

未満 

１件につき１

６,０００円 



省

令

第

１

条

第

２

号

イ

（

２

）

及

び

ロ

（

２

）

に

よ

る

も

の 

定 機 関

又 は 登

録 住 宅

性 能 評

価 機 関

に 認 め

ら れ た

も の 以

外 の も

の で あ

る場合 

延 べ

面 積

２ ０

０ ㎡

以上 

１件につき１

８,０００円 

建築物のエ

ネルギー消

費性能基準

等を定める

省令第１条

第２号ただ

し書による

もの 

延 べ

面積 

２ ０

０ ㎡

未満 

１件につき４,

０００円 

延 べ

面積 

２ ０

０ ㎡

以上 

１件につき４,

０００円 

共

同

住

建

築

物

登 録 建

築 物 エ

ネ ル ギ

延 べ

面積 

３ ０

１件につき９,

０００円 



宅

等 

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

基

準

等

を

定

め

る

省

令

第

１

条

第

２

号

イ

（

１

）

及

び

ロ

（

１

）

に

ー 消 費

性 能 判

定 機 関

又 は 登

録 住 宅

性 能 評

価 機 関

に 認 め

ら れ た

も の で

あ る 場

合 

０ ㎡

未満 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

１件につき１

９,０００円 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１件につき４

２,０００円 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 

１件につき７

６,０００円 

登 録 建

築 物 エ

ネ ル ギ

ー 消 費

性 能 判

定 機 関

又 は 登

録 住 宅

性 能 評

価 機 関

延 べ

面積 

３ ０

０ ㎡

未満 

１件につき６

５,０００円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

１件につき１

０９,０００円 



よ

る

も

の 

に 認 め

ら れ た

も の 以

外 の も

の で あ

る場合 

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１件につき１

８５,０００円 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 

１件につき２

６５,０００円 

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

基

準

等

を

登 録 建

築 物 エ

ネ ル ギ

ー 消 費

性 能 判

定 機 関

又 は 登

録 住 宅

性 能 評

価 機 関

に 認 め

ら れ た

も の で

あ る 場

合 

延 べ

面積 

３ ０

０ ㎡

未満 

１件につき９,

０００円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

１件につき１

９,０００円 

延 べ

面 積

２,０

１件につき４

２,０００円 



定

め

る

省

令

第

１

条

第

２

号

イ

（

２

）

及

び

ロ

（

２

）

に

よ

る

も

の 

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 

１件につき７

６,０００円 

登 録 建

築 物 エ

ネ ル ギ

ー 消 費

性 能 判

定 機 関

又 は 登

録 住 宅

性 能 評

価 機 関

に 認 め

ら れ た

も の 以

外 の も

の で あ

る場合 

延 べ

面積 

３ ０

０ ㎡

未満 

１件につき３

１,０００円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

１件につき５

４,０００円 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１件につき９

７,０００円 



延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 

１件につき１

４７,０００円 

建築物のエ

ネルギー消

費性能基準

等を定める

省令第１条

第２号ただ

し書による

もの 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

未満 

１件につき９,

０００円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

１件につき１

９,０００円 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１件につき４

２,０００円 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 

１件につき７

６,０００円 



複合建築物 

 

 

 

 

１件につき非

住宅部分認定

相当額に住宅

部分相当額を

加算した額 

備考 建築物を建築する場合の延べ面積とは、当該建築に係

る部分の床面積と審査を要する既存部分の床面積の合計

をいう。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 


